
誕
生氏　

名

届
出
人

地　

域

元
気
に
育
っ
て
ね

結
婚
す
ば
ら
し
い
ご
家
庭
を

両

人

の

氏

名

死
亡氏　

名

届
出
人

地　

域

 

お
悔
や
み
申
し
あ
げ
ま
す

※
地
域
名
は
亡
く
な
っ
た
方
の
最
終
住
所
地
で
す
。

※
本
人
・
ご
家
族
の
申
し
出
が
あ
っ
た
も
の
の
み
掲
載

お
く
や
み

お
め
で
た

12 月
届出分

（敬称略）

No.065 �

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全

額
免
除
世
帯
」
に
加
え
、

「
町
民
税
非
課
税
世
帯
」

に
も
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー

の
無
償
給
付
を
拡
大

　

総
務
省
で
は
次
の
世
帯
を
対
象
に
、

簡
易
な
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
無
償
で

給
付
し
ま
す
。

【
対
象
】
ま
だ
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に

対
応
で
き
て
い
な
い
世
帯
で
、
▽
世
帯

全
員
が
町
民
税
非
課
税
の
世
帯

※
た
だ
し
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
の
放
送
受
信
契
約

が
必
要
で
す
。

【
内
容
】
簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
１
台
を

無
償
で
給
付
し
ま
す
。
設
置
方
法
や
操

作
方
法
は
電
話
で
サ
ポ
ー
ト

※
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
訪
問
設
置
、
ア
ン
テ

ナ
改
修
等
は
行
い
ま
せ
ん

【
申
込
方
法
】
▽
申
込
書
▽
世
帯
全
員

が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し
▽
世
帯

全
員
分
の
町
民
税
非
課
税
証
明
書
を
申

込
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
返
信
用
封
筒

で
送
付
し
て
下
さ
い
。

※
申
込
書
は
、
町
企
画
課
、
町
役
場
各

支
所
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
甲
府
放
送
局
に
用
意
し

て
あ
り
ま
す
。
ま
た
総
務
省
Ｈ
Ｐ
や
電

話
で
の
取
り
寄
せ
も
で
き
ま
す
。

【
申
請
期
限
】
平
成
23
年
７
月
24
日
㈰

（
消
印
有
効
）

【
問
い
合
わ
せ
】
▽
支
援
制
度
に
つ
い

て
・
総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支

援
実
施
セ
ン
タ
ー
☎
（
０
５
７
０
）

０
２
３
７
２
４
▽
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
契

約
に
つ
い
て
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
☎
（
０
５
７
０
）
０
７
７
０
７
７

※
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除
世
帯

に
は
、
専
用
の
支
援
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー

支
援
実
施
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

地
デ
ジ
移
行
に
係
る
機

器
購
入
等
の
費
用
の
一

部
を
助
成

　

町
で
は
、一
昨
年
10
月
よ
り
高
齢
者
、

ひ
と
り
親
世
帯
な
ど
が
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
へ
移
行
し
や
す
く
な
る
よ
う
、
移

行
に
係
る
機
器
購
入
費
用
の
一
部
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

　

助
成
の
対
象
世
帯
で
、
地
デ
ジ
対
応

の
テ
レ
ビ
や
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
購
入
、
ア

ン
テ
ナ
設
置
な
ど
を
し
た
世
帯
は
申
請

す
る
こ
と
で
、
費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

【
対
象
世
帯
】
▽
世
帯
全
員
、
申
請
を

す
る
年
度
の
町
民
税
が
非
課
税
で
、
満

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
▽
ひ

と
り
親
世
帯
（
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
助

成
対
象
世
帯
）
↖

障害者手帳所持者のいる町民税非課税
世帯はＮＨＫ受信料が全額免除されます
　町民税非課税世帯で、世帯員の誰かが身体、精神、
知的のいずれかの障害者手帳を所持している場合
は、申請をすることでＮＨＫ受信料が全額免除さ
れます。

【持ち物】①次のいずれかの手帳
■身体障害者手帳（赤色）■精神障害者保健福祉
手帳（緑色）■療育手帳（青色）
②印鑑
③平成 22 年 1 月 2 日以降に本町に転入した方は、
平成 22 年 1 月 1 日にお住まいの市区町村で発行し
た所得課税証明書

【申請場所】町福祉支援課福祉係、三珠支所住民サー
ビス係、六郷支所いきいき健康課
※ＮＨＫ受信料が全額免除される世帯は、本ページ

冒頭の「地デジチューナー無償給付世帯」にも該当

します。引き続きＮＨＫから送付される全額免除証
明書を申込書に添えて、総務省地デジチューナー支
援実施センターに提出して下さい。

【問い合わせ】町福祉支援課福祉係☎ 055-272-1106

地デジ情報
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※
前
項
に
も
あ
る
よ
う
に
国
の
支
援
対

象
が
拡
大
し
た
こ
と
で
、
町
の
助
成
制

度
対
象
と
重
複
さ
れ
る
方
が
出
て
き
ま

す
が
、
ど
ち
ら
か
の
制
度
を
選
択
し
て

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。
両
方
の
支
援

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
助
成
額
】
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の

移
行
に
係
る
機
器
購
入
な
ど
に
要
し
た

費
用
の
一
部
（
上
限
５
，
０
０
０
円
）

※
助
成
は
世
帯
で
一
回
限
り
で
す
。

【
対
象
期
間
】
平
成
21
年
10
月
１
日
か

ら
平
成
23
年
３
月
31
日
（
こ
の
期
間
に

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
移
行
に
係
る

機
器
購
入
な
ど
を
行
い
、
交
付
申
請
を

し
た
も
の
）

※
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
全
額
免
除
世
帯
や
全

額
免
除
の
対
象
世
帯
は
、
国
が
別
に
支

援
を
す
る
た
め
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】
町
企
画

課
情
報
化
推
進
係
☎
０
５
５（
２
７
２
）

１
１
０
３
（
申
請
は
各
支
所
住
民
サ
ー

ビ
ス
係
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
）

デ
ジ
サ
ポ
山
梨
が
町
内

山
間
地
域
を
巡
回

　

デ
ジ
サ
ポ
山
梨
で
は
広
報
宣
伝
車
で

町
内
山
間
地
を
巡
回
し
、
町
民
の
ご
相

談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

広
報
宣
伝
車
が
近
く
を
通
る
際
に

は
、
遠
慮
な
く
声
を
か
け
て
下
さ
い
。

※
事
前
に
お
申
し
込
み
を
い
た
だ
く

と
、
各
家
庭
を
訪
問
し
、
相
談
に
お
答

え
し
ま
す
。

※
相
談
は
全
て
無
料
で
す
。

【
巡
回
予
定
日
】
２
月
９
日
㈬
、
２
月

10
日
㈭
、
２
月
16
日
㈬
、
２
月
17
日
㈭

【
巡
回
場
所
】
四
尾
連
、
藤
田
、
近
萩
、

清
水
、
五
八
、
寺
所
、
岩
下

【
問
い
合
わ
せ
】
デ
ジ
サ
ポ
山
梨
☎

０
５
５
（
２
１
３
）
２
２
０
０

共
同
受
信
施
設
の
地
デ
ジ

化
助
成
制
度
が
再
開

　

ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ
ン
内
の
共
同

受
信
施
設
や
、
建
物
な
ど
に
よ
る
受
信

障
害
対
策
と
し
て
設
置
さ
れ
た
共
同
受

信
施
設
の
地
上
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
し
て

の
助
成
制
度
が
再
開
し
ま
す
。

　

施
設
の
地
上
デ
ジ
タ
ル
化
対
応
で
、

経
費
負
担
が
世
帯
当
た
り
3
万
５
千
円

以
上
と
な
る
場
合
、
国
の
助
成
が
受
け

ら
れ
ま
す
。（
国
や
地
方
公
共
団
体
な

ど
が
所
有
す
る
共
同
受
信
施
設
は
対
象

外
で
す
）

　

助
成
を
受
け
る
に
は
、
改
修
工
事
の

実
施
前
に
申
請
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
共
同
住
宅
の
共
同
受
信
施
設
に
対

す
る
助
成
金
制
度
は
平
成
22
年
度
予
算

の
範
囲
内
で
実
施
す
る
た
め
、
予
算
の

上
限
に
達
し
た
時
点
で
申
請
受
付
を
終

了
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
デ
ジ
サ
ポ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://digisuppo.jp/ 

を
ご
覧
下
さ

い
。　

【
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
】
デ
ジ
サ

ポ
助
成
金
窓
口
☎
０
５
７
０（
０
９
３
）

７
２
４
（
平
日
の
午
前
9
時
～
午
後

６
時
）［
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
が
つ
な
が

ら
な
い
方
は
☎
０
３
（
５
６
２
３
）

３
１
２
１
］

町
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
、
対
象

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
、
申
請
書

の
書
き
方
が
わ
か
ら
な
い
な
ど
の

不
明
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
町
企

画
課
ま
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

電波測定をするデジサポ広報宣伝車

今年の７月 24日にアナログテレビ放送は終了します
デジタル放送への移行準備はお済みですか？
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今
月
の
各
種
相
談

■
巡
回
児
童
相
談
所
⇨
町
い
き
い
き
健
康
課
子

育
て
支
援
係
☎
０
５
５
６
（
32
）
２
１
１
４

■
教
育
相
談
⇨
町
教
育
委
員
会
☎
０
５
５

（
２
７
２
）
６
０
９
３

２
月
イ
ベ
ン
ト
カ
レ
ン
ダ
ー
カレンダーの
見方
休　→　休館日

P ５　→　本誌
５ページに詳細
記事あり

② P ５ → 本 紙
２月号５ページ
に詳細記事あり

三珠・市川地区１１日

の可燃物収集は、都

合のため前日１０日に

変更になりました。

ご注意下さい。

三珠・市川地区１１日

の可燃物収集は、都

合のため前日１０日に

変更になりました。

ご注意下さい。

注意！
変更になってます

※河頭地区の可燃ゴミの収集は金曜日のみです
※祝日でもカレンダーどおりに収集します。
※詳しくは各世帯に配布されたゴミ収集予定表、
　およびゴミ便利帳をご覧下さい。

直通電話番号一覧
【本庁舎】　代表☎ 055-272-1101
企 画 課055-272-1103　総 務 課055-272-1102
財 政 課055-272-6091　町 民 課055-272-1105
税 務 課055-272-1104　福祉支援課055-272-1106
生活環境課055-272-6092　建 設 課055-272-6090
出 納 室055-272-1107　議会事務局055-272-1108
教育総務課055-272-6093　生涯学習課055-272-6094
政策推進室055-272-6095

【三珠庁舎】
三 珠 支 所055-240-4153　産業振興課055-240-4157

【六郷庁舎】
六 郷 支 所0556-32-2111　いきいき健康課0556-32-2114

【市川保育所内】保育課保育係 055-240-4160
【大同出張所】055-272-1504
【防災無線聞き直し】0210-704-553←無料　055-272-7799

No.065
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【受付時間・診療科目】
( 土曜 ･日曜日･祝日の受付はありません）
■午前診療科目（受付 AM ８:00 〜 11:30） 
　内　　　科　⇨　月〜金
　循環器内科　⇨　月・火・水・金
　外　　　科　⇨　月〜金
　泌 尿 器 科　⇨　月〜金
　眼 科　⇨　月・火・金
　皮　膚　科　⇨　月・※水・金
　　※水曜日は不定期です（要確認）
　耳鼻咽喉科　⇨　火 ･ 木 ･ 金
■午後診療科目（受付 PM3:00 まで）
　呼吸器特診　⇨　水曜日
　心臓血管特診　⇨　金曜日［毎月２回］
　脳神経外科　⇨　火曜日
■予約制診療科目

整形外科 ⇨ 月・火・水・木
　（水曜日・木曜日は午前中のみです）
　婦人科（午後のみ）⇨火・金
※予定が変更になる場合があります。
詳しく は町立病院へお問合せ下さい。
※予約（変更 ･ 取り消し等）の問い合
わせは、専用ダイヤル☎ 055-272-5311

［受付時間］
午後１時〜４時（土 ･ 日、祝日を除く）

市川三郷町立病院 ☎ 055-272-3000

子どもの急病や心配ごとの相談は…

■
心
配
ご
と
相
談
⇨
時
間
13
時
30
分
〜
16
時

▽
三
珠
地
区
２
月
16
日
㈬
三
珠
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
相
談
室 

問
町
社
協
三
珠
支
所
☎
０
５
５

（
２
７
２
）
２
８
８
１

▽
市
川
地
区
２
月
10
日
㈭
町
福
祉
保
健
総
合

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
相
談
室 

問
町
社
協
市
川
支
所

☎
０
５
５
（
２
７
２
）
４
１
７
９

▽
六
郷
地
区
２
月
10
日
㈭
六
郷
町
民
会
館 

問

町
社
協
六
郷
支
所
☎
０
５
５
６（
32
）３
８
４
７

■
行
政
相
談

▽
三
珠
・
市
川
地
区
２
月
10
日
㈭ 

14
時
〜
16

時 

町
役
場
本
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室
問
総
務

課
庶
務
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
２

▽
六
郷
地
区
２
月
10
日
㈭
14
時
〜
16
時 

六
郷

町
民
会
館
２
階
小
会
議
室
【
問
】
役
場
六
郷
支

所
庶
務
係
☎
０
５
５
６（
32
）
２
１
１
１

■
心
と
身
体
の
な
ん
で
も
相
談
⇨
２
月
22
日
㈫

午
前
10
時
〜
11
時
30
分
・
三
珠
健
康
管
理
セ
ン

タ
ー
１
階
診
察
室
・
市
川
大
門
町
民
会
館
１
階

保
健
室
・
六
郷
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

介護老人保健施設ケアセンターいちかわ
■通所リハビリテーション

（月〜金　祝日を除く）9:00 〜 4:00
【問い合わせ】☎ 055-272-5121

No.065

■小児救急電話相談　☎♯ 8000
ダイヤル回線からは☎ 055-226-3369 へ
※受診した方が良いか相談・助言など
■急病時、時間外での小児医の受診
小児初期救急医療センター
☎ 055-226-3399 
※電話相談をしてから受診して下さい。

■内科
 月・木・金・土（土曜日は午前中のみ）
■整形外科
 ２月の診療日は３日㈭、17 日㈭の午
前のみです。ご注意下さい。

【診療時間】
　午前９時〜正午  /  午後２時〜５時

【問い合わせ】
　国保診療所☎ 055-272-7111
　町民課国保老健係☎ 055-272-1105

町営国民健康保険診療所 ☎ 055-272-7111

■
消
費
生
活
相
談
（
毎
月
第
２
木
曜
日
）
⇨
２

月
10
日
㈭
午
前
10
時
〜
正
午
・
町
役
場
三
珠
庁

舎
１
階
会
議
室 

問
町
産
業
振
興
課
商
工
観
光

係
☎
０
５
５
（
２
４
０
）
４
１
５
７

三珠・市川地区１１日

の可燃物収集は、都

合のため前日１０日に

変更になりました。

ご注意下さい。

三珠・市川地区１１日

の可燃物収集は、都

合のため前日１０日に

変更になりました。

ご注意下さい。

注意！
変更になってます

※冊子からはずして壁に貼るなどしてご利用下さい。

■心のよりどころサロン「でてこうし」（毎週金
曜日午前 10 時～午後３時）⇨三珠
健康管理センター問町福祉支援課☎
055-272-1106（詳しくは広報８月号６
ページ参照）
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【対象者】平成６年４月２日～平成７年４月１日
生まれ（高校１年生相当）の女子で、接種日に市
川三郷町に住民票がある方

【助成要件】平成 23 年１月 11 日から平成 24 年３
月 31 日まで
※平成 23 年１月 11 日から平成 23 年３月 31 日
までに、町内の指定医療機関で１回目を接種した
場合は２回目、３回目も助成の対象になります。
※対象者には接種費用助成券兼代理受領委任状と
予診票を送付しています。

【助成額】▪１回目→ 17,000 円　
▪２回目→ 15,000 円　▪３回目→ 15,000 円

【接種方法】町内の指定医療機関に予約し、接種
費用助成券兼代理受領委任状・予診票（1 回目→
水色、２回目→黄色、３回目→ピンク）、母子健
康手帳、保険証をお持ちのうえ、自宅で体温を測っ
てから医療機関で接種して下さい。

【問い合わせ】

　いきいき健康課子育て支援係☎ 0556-32-2114

子宮頸がん予防ワクチン接種助成が高校１年まで拡大

　また小学校６年生から中学校３年生の女子についても、引き続き子宮頸がん予防ワクチン接種
費用の全額助成を行っています。

【対象者】町内在住の小学校６年生から中学校３年生の女子
【接種期間】平成 22 年７月１日〜平成 23 年３月 31 日

3 回目の接種期間の目安　１月 4日～３月 31日
※ 上記の「接種期間の目安」は標準的な接種期間を示したものです。接種を希望される方は、平

成 23 年３月 31 日までに接種して下さい。
※ まだ一度も接種をされていない方も、平成 23 年３月 31 日まで助成の対象となります。接種を

希望される方は早めに接種して下さい。
【問い合わせ】いきいき健康課子育て支援係☎ 0556-32-2114

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが全額窓口無料に
【対象者】

■ヒブワクチン⇨生後 2 カ月から 5 歳未満（5
歳の誕生日の前々日）の子どもで接種日に本町に
住民票がある方
■小児用肺炎球菌ワクチン⇨生後２カ月から９歳
以下（10 歳の誕生日の前日）の子どもで、接種
日に本町に住民票がある方（細菌性髄膜炎が発生
する危険年齢は５歳くらいまでです。希望される
方は、なるべく５歳になる前に接種して下さい。
５歳を過ぎてもかかることもあります）

【助成期間】平成 23 年１月 11 日㈫～平成 24 年
３月 31 日㈯

【助成額】全額（医療機関窓口で無料になります）
【接種方法】医療機関に予約し、接種費用助成券
兼代理受領委任状・予診票（ヒブワクチン→緑色、
小児用肺炎球菌ワクチン→紫色）、母子健康手帳、
保険証をお持ちのうえ、自宅で体温を測ってから
医療機関で接種して下さい。
※町外の医療機関で接種される場合は、いきいき

健康課までご連絡下さい。
※対象者には接種費用助成券兼代理受領委任状・
予診票を送付しています。

【問い合わせ】

　いきいき健康課子育て支援係☎ 0556-32-2114

※注意
　以前に接種している場合、申請が必要です。ま
た期間によってそれぞれ助成金額が変わりますの
でご注意下さい。
■ヒブワクチン

Ｈ 22.3.31 以前　助成なし
Ｈ 22.4.1 〜Ｈ 23.1.10　１回につき 3,000 円
■小児肺炎球菌ワクチン

Ｈ 22.9.30 以前　助成なし
Ｈ 22.10.1 〜Ｈ 23.1.10　接種費用の 1/2
　　（上限 5,000 円で 100 円未満は切り捨て）

※領収書と接種したことがわかるもの（母子健康
手帳、接種済証明書）と、はんこを持参し、三珠
支所住民サービス係、本庁舎福祉支援課、または
六郷庁舎いきいき健康課に申請して下さい。



No.06513
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第１期追加（３回目）を接種しましょう。
第１期初回（２回）接種を終了後、お
おむね１年後に追加（１回）を接種し
ましょう
※追加が 90 カ月（７歳６カ月）を過ぎ
てしまう場合は、９歳になってから接
種して下さい

第２期（４回目）を９歳から 13 歳未満までに１回受
けましょう
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第２期については、第１期追
加（３回目）からおおむね５
年〜 10 年後に１回接種する
ことで、脳炎の発症を予防す
ることが可能なレベルの抗体
が維持されることが期待され
るので、13 歳未満までに第２
期を接種するかどうかについ
て、接種医とよく相談して下
さい

２回目の
接種から
何日経過
しました

か？

■日本脳炎接種スケジュール確認フローチャート

【対象者】第１期：生後６か月から 90 カ月未満
　　　　  第２期：９歳から 13 歳未満

【接種間隔】第１期初回⇨２回接種（１回目の接
種から６日から 28 日までに２回目を接種）
第１期追加⇨第１期初回２回目からおおむね１年
後に１回接種
第２期⇨９歳から 13 歳未満に１回
★勧奨の差し控えで 1 期の接種機会を逃した方
への接種機会が、特例措置により確保されること
になりました。
※７歳６カ月（90 カ月）を過ぎてしまった子ど

もは、９歳から 13 歳未満の期間に接種すること
ができます。下図のフローチャートを参照して下
さい。
※平成 22 年度は３歳児に対するⅠ期初回に対し
て、積極的な勧奨をしています。３歳以外の方で
接種を希望する方は、ワクチンの効果や副作用な
どについて医師から十分に説明を受けた上で接種
することができます。

【問い合わせ】

　いきいき健康課子育て支援係☎ 0556-32-2114

日本脳炎の定期予防接種について
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2011


